
久留米大学における公的研究費の管理・監査に関する規則の概要 

 

 目的 久留米大学における公的研究費の管理・監査体制について必要事項を定めることを目的とする。（第１条） 

 公的研究費とは 文部科学省等の公的機関が研究機関に配分する競争的研究資金等をいう。（第２条） 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《  相談窓口 担当事務局一覧 》 

経理課（総括・機関外） 

研究推進課 

（医学部医学科（科研費のみ）、医系研究所） 

   受託研究契約関係（全学） 

御井学舎庶務課（文系学部等） 

医学部庶務課（医学部医学科（科研費以外）） 看護学科事務室（医学部看護学科） 

分子生命科学研究所事務室（分子生命科学研究所） 医療センター管理課（医療センター） 

 

 

 

 

 

最高管理責任者 

学  長 

本学全体を統括し、公的研究費の管理・監査に

ついての最高責任を負う（第３条） 

統括管理責任者 

最高管理責任者が指名する部局責任者 

最高管理責任者を補佐し、公的研究費の管理・運営について大学

全体を統括する実質的な権限を有する。（第４条） 

部局責任者 

各部局等の長 

部局の公的研究費の管理・運営について実質的な

責任と権限を有する。（第５条） 

公的研究費不正使用防止委員会 

研究活動における不正使用防止を図るため、公的研究費不正使用防止委員会を設置する。

（第１１条第１項） 

業務  (1) 公的研究費の不正使用防止計画の策定及び実施に関すること 

(2) 公的研究費に係る不正の発生要因の把握及び対策に関すること 

(3) 公的研究費の管理及び運営体制の見直しに関すること 

(4) 公的研究費の不正使用防止等の教育・啓発に関すること 

組織  (1) 統括管理責任者  (2) 常務理事（財務担当） 

 (3) 部局責任者の中より文系・医系各1名 

（4） 経営企画部長、財務部長、医学部事務部長、御井学舎事務部長 

 (5) その他委員長が必要と認めた者 若干名 

 

通報窓口 

公的研究費の不正使用に関する学内外からの通報窓口は内部監査室とする。 

（第１３条第１項） 


